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 副首都・大阪の基盤の確立に向け、産業振興・中小企業支援・雇用促進に取り組み、大阪府中小企業振
興基本条例の趣旨も踏まえつつ、国、市町村、関西広域連合、経済団体、金融機関や民間企業、他の支
援機関等とも連携しながら、府域全体における産業・経済のグローバルな競争力を向上させる。また、労働環
境の整備においては、働き方改革や女性の活躍を促進させるとともに、セーフティネットを充実させることで、多
様な人材が活躍できる環境を整備していく。 

 ・「新エネルギー」及び「ライフサイエンス」分野において、特区制度の活用等により、新たなビジネスの創出、関連
企業の集積・立地促進、中小企業の参入を図る。 

 ・海外展開においては、アジアを中心とした国際ビジネスをより一層促進する。 

 ・中小企業に経営・技術・資金面にわたるトータルサポートを実施するとともに、創業・ベンチャー支援に積極的に
取り組むことで、府内企業の大多数を占める中小企業がそれぞれの強みを活かして頑張れる環境づくりを目指
す。 

 ・「OSAKAしごとフィールド」を軸に、女性・若者・障がい者など多様な人材の就業支援や、企業の成長を担う人
材を確保・育成するとともに、府立高等職業技術専門校等において産業人材の育成に取り組む。 

 「産業化戦略センター」において、 IoTやロボットなどの第４次産業革命の取組みを視野に入れ、庁内部局や
民間企業等と連携しながら、行政課題・社会課題の解決にも資する新たなビジネスを創出し、産業化を目指
していく。 
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